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Ⅰ　部落問題と浄土真宗　
　

真宗大谷派は、全国水平社の創立以来、被差別部落のご門徒から、教団の差別土壌、次々に

惹き起こす差別事件などに対して問題提起や厳しい糾弾を受けてきた。それは、本願寺教団と

の深いつながりを基底にした、大きな願いと悲しみから発せられるものであった。

このたび宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌を機縁として、あらためて部落差別問題と浄土真宗

との歴史と課題に向き合っていきたい。

浄土真宗の教えは、多くの被差別部落の人々の信仰を集めてきた。過酷な身分差別の中を生

きる被差別部落の人々にとって親鸞の教えはまさしく生きることの支えとなってきた。部落の

人々の中に息づく親鸞の精神が、「全国水平社」を創立する原動力となったと言われている。

水平社同人が願ったものは、「吾等は人間性の原理に覚醒し人類最高の完成に向かって突進

す」という綱領の言葉が如実に語るように、人間が人間として生きるとはどういうことかをとこと

ん求め、自覚し、その道を歩むということであった。

そのような自他平等の世界を求め、親鸞聖人の教えに生きようとする水平社同人の願いを阻

もうとしたのが、親鸞聖人の教えや生きざまに背違しているとしか思われない東西両本願寺の

あり方であった。東西両本願寺に対して水平社同人から、募財拒否という具体的な行動提起とと

もに、「親鸞に帰れ」という悲痛な叫びが向けられたのである。

この問いかけは、現在も私たちの上に投げかけられている。それが、１９６９年の難波別院

輪番差別事件から始まる幾多の糾弾会であった。それらの糾弾会をとおして明らかにされてき

たことは、寺格・堂班制度など制度にまでなった根深い宗門の差別体質と、被差別部落のご門

徒の声を真に受け止めることができない教学のあり方であった。宗門が糾弾で問われてきたこ

の４０年は、そのまま「同朋会運動」を展開してきた時間 (とき )であった。教団は、同朋会運動

を推進すると暄伝しながら、「同朋」という名に、差別に苦しむ人々の存在を見出すことができな

かったといわざるを得ない。

私たちはどんな親鸞聖人を宗祖としてきたのか。水平社同人や、今も差別に苦しむ人々は、親

鸞聖人から差別に立ち向かう勇気をもらい、解放運動に推進してきた。同じ教えを聞いてきた私

たちが、なぜ、共に解放運動を歩めなかったのか。宗祖が語られた「いし、かわら、つぶてのごとく

なるわれら」という言葉の、「われら」の世界を見失っていたのはどうしてなのか。

今、まさに、宗祖の七百五十回御遠忌をお勤めし、同朋会運動５０周年を迎えるにあたり、先

人たちの歩みをたどり、問いかけに向き合い、親鸞聖人の確かな教えを相続し、その願われた差

別の無い世界の実現を目指していきたい。



部落の人 と々真宗（水平社創立以前）　
　

水平社創立の前年の１９２１年の内務省調査では、全国の被差別部落戸数の８２．１

パーセントが、浄土真宗の門徒であることがわかる。水平社創立時に、「部落民の絶対多数を

門信徒とする東西両本願寺」という表現が用いられているが、この調査はそのことを実証す

るものと言えよう。

被差別部落と浄土真宗の関係は、一朝一夕に成り立ったものではなく、長い年月をかけて

生まれてきたものであった。被差別部落の圧倒的多数が浄土真宗の門徒であるということに

ついては、様々な説があり、いまだ定説化されていない。しかし、差別を受けてきた人たちと

親鸞聖人の教えが、長く深い関係をもっていたことだけは紛れもない事実である。

そしてそれは、幕藩体制下のはるか以前、蓮如上人が生きた時代の被差別民衆と本願寺

教団との関係、さらに親鸞聖人と被差別民衆との出会いというところまでさかのぼって考えて

いかなければならない課題である。

さて、本願寺教団は、親鸞聖人にこころよせるそれらの人々に、どのように向き合ってきたの

か。その歴史を問い直すということは、本願寺教団が親鸞聖人の教えに生きる教団であった

のかどうかを明らかにしていくことにつながると言えよう。

親鸞聖人絵伝
個人蔵

親鸞聖人の入滅の図の中に、被差別民衆が描かれている（右側山のかげ）。この図に対

しては、親鸞聖人と被差別民衆の特別な関係を示すものとは言えないという見解がある

一方、聖人の死を悲しんでいる姿にも見え、交流のあった親鸞をしたってこの場に来た

様子が描かれているという説もある。



東派淨土眞宗一派階級之次第
「東派淨土眞宗一派階級之次第」は、大谷派において、「穢多寺」という文

言の初出資料である。ここには、それを「別種」のものとし、また「外交リ之

ナシ」（部落寺院以外との付き合いをしない）「本山ニオイテ剃刀コレナ

シ」（本山で得度剃刀を行なわない）などが定められている。本願寺派に

関わる資料「諸事心得之記」によれば、各種の冥加金は他の寺の「五割増

し」とあることから、大谷派においても、それと同様の差別を行なっていた

と推測される。またこの資料からは、「院家」という言葉と「穢多寺」という

言葉が対比されており、部落差別問題と天皇制の問題の関係を読み取る

ことができる。

唯信鈔文意のことば 
『真宗聖典』552 頁

具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可

思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ

ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い

た
る
な
り
。具
縛
は
、
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら

れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
。
煩
は
、
み
を
わ
ず
ら
わ

す
。
悩
は
、
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
屠
は
、

よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
、
こ
ろ
し
、
ほ
ふ
る

も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
り
ょ
う
し(
猟
師
）
と
い

う
も
の
な
り
。沽
は
、
よ
ろ
ず
の
も
の
を
、
う
り

か
う
も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
あ
き
人
な
り
。
こ
れ

ら
を
下
類
と
い
う
な
り
。（
略
）
り
ょ
う
し
・
あ

き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か

わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。

十
一
月
十
六
日

一
、 

晨
朝
過
に
西
宗
寺
已
下
十
八

人
同
道
、
六
条
へ
下
り
御
道
具
類

御
焼
残
り
取
調
候
事

但
六
条
村
、
柳
原
口
、
□
村
、
近
郷

へ
御
堂
御
道
具
類
始
其
外
村
へ
引

取
に
付
、
両
村
へ
至
り
相
取
調
候

處
、
唐
戸
障
子
、
本
堂
、
宮
御
殿
、
其

の
外
香
部
屋
の
品
々
迄
、
寺
々
を

始
在
家
迄
に
在
之
候
御
道
具
、
御

寺
内
寺
々
へ
引
取
候
旨
申
合
候

也
、（
後
略
）

浅草御坊輪番日記
１８２３年１１月に出火した文政時の火災の記録では、

両堂の道具類などは、近隣の被差別部落に保管されてい

た。それは、唐戸障子、本堂、宮御殿、その外香部屋の品々

にまでおよぶ。被差別部落の御門徒は、懸命に消火活動

を行なうなか道具類などを持ち帰って、翌日まで在郷の

寺々や御門徒の家々に大切に保管していた。

被差別部落御門徒の消火活動
京都大火場所附 １８５８年　大塚隆氏 蔵

東本願寺は、１７８８年１月、１８２３年１１月、１８５８年

６月、１８６４年７月の４度にわたって、両堂をふくめ諸堂が

全焼する火災にあった。東本願寺における火災に際して、京都

中の被差別部落の御門徒が駆けつけて消火活動を行なった記

録が数多く残されている。

１８５８年文政期の火災を知らせるこの瓦版には、東本願寺が

炎につつまれている様子が、ありありと描かれている。
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東本願寺再建時時太鼓
東本願寺 蔵

太鼓職人は、胴の内側に屋号や職人自身の銘（名前）を書き入れ

る。太鼓が破れなければ気づくことはないが、内部に残された力

強い墨書きからは、太鼓造りにかける職人の誇りが感じられる。

ここに記された内容から、この太鼓が現在の福井市舟橋町で作

製され、京都東本願寺に運ばれて使用されたことがわかる。そし

て１８６６年、京都の太鼓職人橋村理兵衛氏によって太鼓の皮

が張り替えられている。さらに１８７０年の２月と１２月にもそ

れぞれ片側づつが張り替えられている。

記された年代から、この太鼓が東本願寺両堂再建時に使われた

時太鼓と察せられる。

鼓面の直径１．１２メートル、胴の長さ１．４８メートル

上棟規式庭場之細図
宇治市歴史資料館 蔵（寄贈 大塚 隆氏 ）

１８８９年５月９日、再建にあたって執行され

た上棟式を示す絵図。左手下部、「再建部」横に

「太鼓堂」が見える。東本願寺再建にあたって、

太鼓が太鼓堂にかかげられ、作業の始まりや休

憩時間をしらせる時太鼓として使用された。



祖廟太鼓堂
大谷祖廟に現存する太鼓堂。

現在、ここで月2回定例法話が開かれている。

太鼓堂のやぐら部分に、この時太鼓が保存さ

れている。

大谷祖廟 時太鼓
大谷祖廟太鼓堂に保存されている時太鼓。１８５８年に京都を襲った

安政の大火により、東本願寺は両堂、諸堂を含め、太鼓堂鐘楼とも全て

が焼け落ちた。臨時の措置として本山東本願寺の機能は、大谷御坊（現

在の大谷祖廟）に移された。法要の際には、大谷祖廟の時太鼓が法要の

始まりを知らせた。同年１１月１４日、仮本堂、仮御影堂に、御本尊、宗

祖御木像が遷座されると、大谷祖廟の時太鼓は、本山東本願寺に移さ

れたと考えられる。一方、大谷祖廟では太鼓師理兵衛氏からの寄進を受

け時太鼓を新調している。太鼓内部の記載などから、この時太鼓がそれ

と考えられる。

時太鼓の内面に残された職人の銘
大谷祖廟太鼓堂の時太鼓には、東本願寺再建時の時太鼓と同じ職人の

銘と花押が書き込まれている。
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Ⅱ　水平社創立と浄土真宗
①　水平社創立以前の部落差別問題をめぐる状況
１８６８年に成立した明治新政府の至上課題は、強力な統一国家を建設することであり、新たな民衆支配

体制の確立を目指して天皇を中心とした中央集権的政策を強引に行っていった。１８７１年に発布された賤

称廃止令もその一環として、近代国民国家の形成を目指して不都合となってきた近世賤民制を解消するため

に発布されたのである。

この法令により「穢多非人等」の賤称は廃止されたが、被差別民衆はそのまま、社会の最底辺に移し換えら

れ、近代身分制の中で新たな部落差別の構造が作り出された。被差別部落の人々は、皮革製品の製造など、こ

れまでの部落産業の多くを奪われ、しかも国民としての義務を負わされ、その生活はそれ以前より一層厳しい

ものになっていった。

一方、この法令は、国家の意図とは別に被差別部落の人々に希望を与え、旧来の差別的慣行を打ち破るなど

自覚的行動をうながした。しかし、そのような行動を、部落大衆が傲慢になったととらえ、解放令反対を掲げ、部

落を襲撃する人たちも表れた。

日清、日露の二度の戦争により、都市における貧民の増加、農村の疲弊などの社会矛盾が顕在化し、社会構

造の変革をめざした社会主義が勢いをもつようになった。この危機をのりこえるために、社会主義者への徹底

的な弾圧を行うとともに、地方改良運動の展開、済生勅語の発布や恩賜財団済生会の創設など、恩寵的政策

が次 と々打ち出された。

１９０７年に始まる部落改善運動はこの一環としてはじめられたものであるが、それは、部落大衆の習俗・

職業が「野蛮」であるとして、そこに差別の原因を求め、この現状では差別されても当然であるという認識に立

つものであった。

また、大正期に入ると、国家は明治天皇の仁慈を強調するようになり、部落改善運動を担う融和団体として

１９１４年に設立された帝国公道会などにより、賤称廃止令も明治天皇の仁慈と宣伝され、天皇制を基調と

した「同情融和論」が強く植えつけられていった。

そのような時代的背景の中で全国水平社は設立されることとなる。

太政官布告として１８７１年に出された賤称廃止令
一般的に解放令とも呼ばれている。

弾左衛門
江戸から関八州の被差別民衆を治めていたが、こ
の賤称廃止令によって特権を奪われた。

穢
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縣
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岡山県で起きた解放令反対一揆の被害者の追悼碑
１９２２年、５０回忌法要に合わせて建立した。虐殺された 4人と、その惨状を目の当たりにした母

親の法名が記されている。この碑文を書いたのは、襲撃された被差別部落のリーダーの実子である。

父と兄と家、そして村を失った悔しさを綴ったものである。

各地の解放令反対一揆
『ビジュアル部落史』 （解放出版社刊）より転載

石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
（
現
代
語
訳
）

明
治
六
年
、
私
の
屋
敷
は
、
漠
然
と
し
た
焼
野
原
に
な
り
、
父
と
兄
は
凶

徒
の
刃
で
歿
く
な
っ
た
。

そ
の
無
念
さ
を
よ
く
言
葉
で
い
い
表
せ
ず
、
天
に
叫
び
、
地
に
泣
き
伏
し

て
哀
泣
の
声
を
あ
げ
、
悲
し
み
つ
づ
け
て
、
つ
い
に
血
を
吐
く
に
至
っ

た
。
し
か
し
、
当
時
私
た
ち
は
年
が
若
く
、
為
す
す
べ
も
な
く
、
た
だ
役
人

の
手
を
空
し
く
待
つ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
凶
徒
を
罰
し
た
と

は
い
え
、
亡
く
な
っ
た
者
の
心
に
、
十
分
報
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
思

わ
な
い
。
今
こ
こ
に
大
正
一
一
年
と
な
り
、
五
〇
回
忌
を
む
か
え
る
。
墓

に
き
た
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
昔
の
事
件
を
想
う
と
、
死
ん
で
い
っ
た
者
へ

の
悲
し
み
を
ど
こ
に
措
い
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。
流
れ
る
涙
を
墨
汁

に
か
え
て
、
七
律
一
首
を
詠
み
、
霊
前
に
捧
げ
よ
う
。

昔
の
こ
と
は
は
る
か
に
遠
ざ
か
り
、
屋
敷
の
跡
も
荒
れ
果
て
た
／
ふ
り

か
え
れ
ば
五
〇
年
が
経
っ
て
い
る
／
恨
み
は
旧
い
出
来
事
と
共
に
よ
み

が
え
っ
て
絶
え
る
こ
と
が
な
い
／
愁
い
は
浮
雲
と
共
に
い
よ
い
よ
長
く

留
ま
っ
て
い
る
／
線
香
の
煙
は
数
本
の
糸
筋
と
な
っ
て
立
ち
昇
り
、
寂

し
さ
に
添
え
る
／
一
対
の
斑
鳩
の
哀
し
む
声
が
、
は
て
し
な
い
蒼
空
を

つ
ら
ぬ
く
／
た
め
息
を
つ
い
て
涙
を
の
み
、
私
は
た
だ
空
し
く
た
た
ず

む
ば
か
り
／
寒
さ
の
中
で
墓
碑
銘
を
読
み
終
え
る
と
、
夕
陽
は
も
う
沈

も
う
と
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
好
並
隆
司
さ
ん
訳
）

被差別部落の宗教調査
『初期水平運動の社会思想史的研究』 藤野豊著より転載

１９２１年の内務省調査の一覧



米騒動
１９１８年、農業生産の停滞と米の需要増大、さらに米商人や地主の投機などにより米価は異常に

はね上がった。その中で、富山県下の主婦たちが「米よこせ」と叫んで立ち上がったことをきっかけ

に、米の廉売を求める声は全国に広がり、米屋襲撃にまで至った。

この行動は組織的な闘いではなかったが、国民が生活に根差して国家に抵抗していったものであ

り、後の全国水平社創立をはじめ、１９２０年代に展開される諸社会運動に大きな影響を与えた。

洞部落の強制移転
奈良県高市郡白橿村 ( 現橿原市 ) の畝傍山東北陵は、伝承上の人物である神武天皇の陵墓とさ

れてきた。明治以降、天皇制国家を強固なものにしようとする時の政府は、神武天皇陵の拡張を

計画した。ところが天皇陵に「洞村」という被差別部落が隣接していることが問題となり、結果的に

洞村は１９２３年に全村移転することになった。「賤しい」被差別部落が、「神聖な」天皇陵に隣

接していることが許されなかったのである。

この問題の背景には、神武陵拡張という天皇制国家の一大事業の推進、一部の融和運動指導者

の天皇の「聖帝化」の動きなどに加え、被差別部落から天皇への自主的な土地献納などがあり、こ

の事業は恩寵的部落改善政策のモデルとなっていった。このことは、天皇制がより深刻な形で、被

差別部落の中に浸透しているということであり、天皇制と部落差別という問題の根深さを表して

いる。写真は当時の洞村。



水平社創立宣言・綱領・決議
全国水平社創立大会において、万雷の拍手で採択された。

綱領は目標、宣言は理念、決議は行動を示した。宣言は、日

本で最初の人権宣言と言われ、現在の部落解放運動におい

ても、運動に携わる多くの人たちに、差別者、被差別者が共

に解放されていく原理として受け止められている。長く西光

万吉が起草者とされていたが、近年の研究では西光ととも

に関東の平野小剣が起草に深く関わったことが明らかにさ

れている。

決議の三番目に東西本願寺への意見聴取があげられている

ことが注目される。

チラシ
　１９２２年　水平社博物館所蔵 

大阪、中央公会堂で開かれた大日本同胞差別

撤廃大会において、西光万吉の演説中に二階

席から米田富と石田正治によって撒かれた。

全国水平社第２回大会、岡崎公会堂
『写真集京都府民の暮らし百年』



全国水平社創立趣意書
『よき日の為めに』表紙

水平社博物館所蔵

水平社創立趣意書として燕会同人の名前で発行したパ

ンフレット。京都の同朋舎で印刷され、『明治之光』の購

読者名簿をもとに全国各地に発送された。ロマン・ロー

ラン、ウイリアム・モリス、ゴーリキー、佐野学などを引用

しながら１９２２年春の全国水平社創立を呼びかけて

いる。

燕会集印帳
水平社博物館所蔵

『燕会金銭出納帳』によると３月２０日、「記念帳」として

５０冊作られた。２６日の伊勢旅行を機に作成された

ものと思われる。燕３羽が円を描いている表紙のデザ

インは、西光万吉の手によるものといわれている。

全国水平社荊冠旗
水平社博物館所蔵



②　全国水平社創立の精神
１９２２年３月３日、京都市岡崎公会堂に全国各地から３０００余名の部落の人々が集

まり全国水平社創立大会が開かれた。「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と高らかに水平社宣

言が読みあげられた。この宣言は、長い間、差別と迫害によってしいたげられていた被差別部

落の人々が、みずからの意志で、奪われた人間性をとりかえそうとしたものであり、全人類の解

放をうたう、日本初の人権宣言といわれている。

水平社が向き合おうとした課題の一つが、「人間を勦るかのごとき」在り方である。「賤称廃止

令」布告を明治天皇の仁慈ととらえ、被差別者の救済という名のもとでなされてきた大和同志

会や帝国公道会などの同情や融和という形の運動の本質を、水平社の同人たちは、人間をい

たわるかのように見せかけ実は人間の尊厳をかすめとり奪い尽くさんとするものであると看破

していた。そのことを、「人間を尊敬することにより自らを解放せんとする者の集団運動を起こせ

るは、寧ろ必然である」と表現している。また、創立メンバーである西光万吉は、「社会の多数者

は吾等を救済し同情することを知っている。しかしながら、人間は尊敬すべきものである事を知

らぬ以上、( 略 )それは潜越な情操であり、専制の行為であって、そこにはあくまでも賤視の観

念が働いている」とのべている。

ここより見れば、水平社の融和運動批判は融和運動そのものに向けられているというよりも、

運動に関わるものの主体的動機や部落差別問題の捉え方に向けられた提起であり、水平社の

創立は、差別、被差別からの解放されるとはどういうことなのかという根本的問いを投げかけて

いるといえよう。

全国水平社の創立者たち
水平社博物館所蔵

左から、平野小剣、米田富、南梅吉、駒井喜作、阪本清一郎、

西光万吉、桜田規矩三



③　水平社創立の精神と浄土真宗
全国水平社は、その創立大会において「部落民の絶対多数を門信徒とする東西両本願寺」に

対し、意見を聴取した上で行動を起こしていくことを決議した。

その最初の組織行動が、「募財拒否」運動である。水平社は創立大会の翌日東西本願寺を訪

ね、水平社に対する本願寺の意向を糾し、それを受けて「募財拒否の決議通告」を、南梅吉中央

委員長名の内容証明郵便で送達したのである。

それに併せて、被差別部落大衆に向けては、「部落内の門徒衆へ！」という檄文を発し、何故水

平社が「我々の親筋に当たる本願寺」に対してこのような行動を取るのかということについて、そ

の根底に流れる願いを訴えた。

この闘いは単なる権威に対する反発や、経済的理由からなされたものではなかった。「宗教生

活を純潔ならしめんが為にも不合理なる本願寺の募財を拒絶する」という言葉が示すとおり、親

鸞の精神がその同人たちの行動の原理として自覚的にはたらいていたのである。

そこに一貫してあるものは本願寺に対する「親鸞に帰れ」という叫びである。

また、水平社の同人たちによって示された、「勦るかのごとき」在り方から、「人間を尊敬するこ

とによって自ら解放せん」とする在り方への転換は、宗門近現代史に対する直接的な問いかけで

もある。水平社宣言にある「過去半世紀」の間の出来事である、対アイヌ民族政策である「北海道

旧土人保護法」の制定、ハンセン病隔離政策の開始、これらに教団は積極的に加担した。近代大

谷派教団が、国というものとどのようなつながりをもってきたのか、そしてその中で「救済」という

名で何を語ってきたのか、水平社宣言は、これらについても強く問いかけてくるものである。

『水平道』
１９２９年７月１０日

粟須七郎著

　大阪人権博物館蔵

　人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成に向つて突進

する。 おう、人の世に熱あれ、人間に光あれ！

　これが水平社のモットーであり、エタ主義の眞髄であ

る。エタ主義は即ち人間化主義であり、人間化主義は即ち

親鸞主義である。彼等は、この意味からして、今迄も、今も

尚、将、永劫へも厳格なる親鸞主義の遵守者であり、神聖

なる憧憬者である。

　去る三月三日の大会後、半月余にして同月二十一日、水

平社即ち部落民の決議として「向ふ、二十ケ年間、如何な

る理由に基くも、一切の募財を拒絶する」との決議文を東

西本願寺に通告したるが如き痛快事は全く強き、その信

仰の具体化であり、而も弘誓に背反せる現代の堕落僧、就

中、両本願寺に対する真面目なる、その信仰の戦いである

事が證拠だてられる。

信仰のたたかいとしての水平運動
木本凡人「水平社とは」より

水平社を物心両面にわたって支援した木本凡人の言葉。

募財拒否の決議通告を信仰の具体化ととらえている。



募財拒否の決議通告
　水平社博物館所蔵

東西本願寺に対して機宜の行動をとるという決議を受けて、最初になされた組織行動が、

立教開宗７００年法要を翌年に控えた両本願寺に対する募財拒否の決議であった。それ

は、親鸞の精神に帰れという痛烈な叫びであった。

全国水平社第三回大会決議
１９２４年３月３日、「解放の精神を麻痺せし

むるが如き一切の教化運動を排す」と決議が

なされた。現在にまで通底する課題と言えよ

う。この決議を中外日報、三浦参玄洞は「両本

願寺の内質的機械に千斤の鉄槌を打卸したる

もので、両本願寺対水平社の運動に一段の進

境を示したるもの」と記している。

朝日新聞京都付録
京都府立図書館所藏

１９２３年３月３日、全国水平社第２回大会の模

様が報じられている。西本願寺の賽銭箱の上で栗

須七郎が演説する様子が写されている。

第
三
回
大
会
決
議

一
吾
々
に
對
し
エ
タ
及
び
特
殊
部
落
民
等
の
言
行
に
依
つ
て
侮
辱

の
意
志
を
表
示
し
た
る
時
は
徹
底
的
糾
彈
を
な
す

一
東
西
本
願
寺
に
対
す
る
募
財
拒
絶
の
断
行
を
期
し
併
せ
て
解
放

の
精
神
を
麻
痺
せ
し
む
る
が
如
き
一
切
の
教
化
運
動
を
排
す

一
政
府
其
他
一
切
侮
辱
的
改
善
策
及
び
恩
恵
的
施
設
を
拒
否
し
そ

の
徹
底
的
廃
滅
を
期
す



『水平』２号に挿入された黒衣同盟原稿 
「水平社は親鸞主義である」という同人たちの言葉に、僧侶として呼

応したのが、本願寺派廣岡智教による「黒衣同盟」の闘いである。し

かし、両本願寺は立教開宗７００年の慶讃法要を翌年に控えると

いう大きな局面にありながら、「差別教団からの脱却」を促す問い

かけを、教団変革の契機として受けとめることができなかった。

三浦 参玄洞（1884 年～ 1945 年） 
晩年の三浦参玄洞（大我）。浄土真宗本願寺派の僧侶

であり、中外日報社の記者でもあった。彼は、常に水平

社を支持し、水平社の対本願寺行動に注目し続けた。

廣岡智教（ 1888 年～ 1949 年）
東西本願寺への募財拒絶を決議した水平社に共感した

本願寺派の廣岡智教は黒衣同盟を組織、色衣を廃止、

親鸞が着用した黒衣を着用した。



Ⅲ　水平社創立の精神を受け止めて
武内了温師と朝野温知師
「社会課」の設置や「真身会」を設立するなど、その生涯を部落差別問題への取り組みに賭した武

内了温は、水平運動に対し「悲痛なる熱烈なる叫び」として終始共鳴した人であった。武内は、「差別

者である自己と教団の事実を見つめること」を運動の基底におき、自らの差別性を克服しようとす

るところに初めて被差別大衆との連帯の可能性があるとし、積極的な活動を展開した。戦後におい

ても、１９４６年１月、松本治一郎、朝田善之助、北原泰作らと共に、全国部落代表者会議の発起

人となり議長を務めた。大谷派における部落差別問題への取り組みの先駆者と言える。

また、朝鮮で生を受けた朝野温知は、18歳で日本にわたり、後に得度して大谷派の僧侶となる。

社会課から「同和事業駐在員」の任命を受け解放運動の指導者として運動の一翼を担う。大谷派に

あっては、武内の影響を強く受け、真身会解散の翌年に立ち上げた大谷派同和会を支え、同和委員

会委員長を務める。その後も糾弾で大谷派が問われる中、その問いかけを正しく受け止め、真の同

朋教団たるべく奔走した、大谷派における解放運動の中心的存在であった。

『宗教改革と宗教再建―真宗教団の立場から』

「真身会」解散の翌年の武内の著作。あとがきには、自らのこ

れまでの歩みを振り返っての心情が吐露されている。その

中には、「私の独走であったのか」という言葉も見える。

朝野温知の逝去を伝える解放新聞
『解放新聞』滋賀版、1982 年 3月16日

子どもたちと一緒に写る朝野夫妻
一日中働く大人たちが多い中、子どもの入浴や夕食を

すませ、寝間着を着せて親に返したという。預かってい

る子どもと一緒に写る朝野夫妻

晩年の武内了温 (自坊松林寺にて )



同和関係寺院協議会の活動
武内が亡くなった翌年１９６９年には、難波別院輪番差別事件が惹起し、部落解放同盟中央本

部から８度にわたる糾弾を受けた。その後も宗門の要職者による差別発言が後を絶たず、幾度も

糾弾を受けることとなった。

そのような危機的状況下で1974年に結成されたのが、真宗大谷派同和関係寺院協議会である。

１９８０年に部落差別問題の克服を願い「三要求」を提出。その後も、毎年の総会のほか、現地研

修会の開催、『同関協だより』の発行(現在45号まで発行)、『同関協のあゆみ　発足22年を省みて』

の発刊、地域にあった活動、研修の充実をはかるための「ブロック協議会」を発足さすなどの取り組

みを重ね、結成から四半世紀を経て「三要求」の中の一つであった実態調査が実現、2009年にそ

の結果が「真宗大谷派における部落差別問題実態調査報告書」としてまとめられ発行された。この

報告書からは、これからの大谷派における解放運動推進において、向き合っていかなければならな

い多くの課題を読み込むことができる。「同和関係寺院協議会」と宗派の取り組みとのますますの

連携も大切な課題である。

同和関係寺院協議会発会式
『真宗』１９７４年１２月号

１９７４年１０月２３日、教団問題や糾弾会

が行われる未曾有の宗門の危機の中、真宗大

谷派同和関係寺院協議会は結成された。

同和関係寺院協議会発会についての趣意書
１９７４年９月６日

『真宗大谷派における部落差別問題実態調査報告書』
２００９年６月３０日　同和関係寺院協議会 発行 



被差別部落門徒の割合 教区 

  

  
合計 

全
て 

5
割
以
上 

5
割
未
満 

1
割
以
上 

1
割
未
満 

い
な
い 

東
北
連
区 

北
陸
連
区 

東
海
連
区 

近
畿
連
区 

九
州
連
区 

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

57.4  55.1  64.7  76.5  68.2  55.9  56.5  55.4  51.1  56.8  78.3  信心の課題として取り組むべ
き問題である 

341  27  11  13  45  241  70  41  67  105  54  

22.6  22.4  17.6  11.8  22.7  23.2  27.4  16.2  29.8  22.7  10.1  信心の課題とは別で、社会問題

として取り組む問題である 
134  11  3  2  15  100  34  12  39  42  7  

8.4  10.2  5.9    6.1  8.6  6.5  14.9  10.7  7.6  2.9  お互いの信心さえはっきりす
れば、おのずから差別はなくな
るので取り組む必要はない 50  5  1    4  37  8  11  14  14  2  

7.6  10.2  11.8  5.9  3.0  7.7  5.6  10.8  6.9  8.6  4.3  
信心の課題とは思わない 

45  5  2  1  2  33  7  8  9  16  3  

4.0  2.0    5.9    4.6  4.0  2.7  1.5  4.3  4.3  
無回答 

24  1    1    20  5  2  2  8  3  

 

部落問題を信心の課題とする考えへの評価
（寺の属性）①
ここでは部落問題は信心の課題であるかという問いに

対して、被差別部落の門徒を抱える寺院で平均値を下

回っている。これまでの取り組みが被差別部落の門徒を

抱える寺院に届いていないといえる。または、これまで

の宗派の取り組みに対して異論・異議の表れかもしれ

ない。今後も注目して補足調査が必要である。

 

被差別部落門徒の割合 所属連区 

  

  

  

合計 

全
て 

5
割
以
上 

5
割
未
満 

1
割
以
上 

1
割
未
満 

い
な
い 

東
北
連
区 

北
陸
連
区 

東
海
連
区 

近
畿
連
区 

九
州
連
区 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

37.4  32.7  47.1  64.7  56.1  34.1  37.1  21.6  29.0  41.1  62.3  
ある 

222  16  8  11  37  147  46  16  38  76  43  

62.3  67.3  52.9  35.3  43.9  65.4  62.9  78.4  71.0  57.8  37.7  
ない 

370  33  9  6  29  282  78  58  93  107  26  

0.3          0.5        1.1    

部
落
問
題
の
ポ
ス
タ
ー
・
ビ
ラ 

無回答 
2          2        2    

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

39.2  38.8  29.4  35.3  43.9  39.7  26.6  16.2  37.4  54.6  50.7  
貼っている 

233  19  5  6  29  171  33  12  49  101  35  

54.2  55.1  58.8  58.8  53.0  53.4  65.3  66.2  58.8  40.5  49.3  
貼っていない 

322  27  10  10  35  230  81  49  77  75  34  

6.1  4.1  11.8  5.9  3.0  6.5  8.1  17.6  3.8  3.2    そのようなプレートがあるこ

とを知らなかった 36  2  2  1  2  28  10  13  5  6    

0.5  2.0        0.5        1.6    

身
元
調
査
お
断
り
プ
レ
ー
ト 

無回答 
3  1        2        3    

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

42.6  26.5  41.2  52.9  42.4  44.5  38.7  29.7  48.1  46.5  43.5  
貼付している 

253  13  7  9  28  192  48  22  63  86  30  

51.0  67.3  52.9  41.2  54.5  49.0  58.1  58.1  45.0  47.0  52.2  
貼付していない 

303  33  9  7  36  211  72  43  59  87  36  

6.2 6.1 5.9 5.9 3.0 6.3 3.2 12.2 6.9 5.9 4.3 帯封やステッカーの 

存在を知らなかった 37  3  1  1  2  27  4  9  9  11  3  

0.2          0.2        0.5    

過
去
帳
に
閲
覧
禁
止
の
帯
封 

無回答 
1          1        1    

部落問題のポスターなどの掲示・貼付（寺の属性）
この表は、部落問題の取組みごとに、門徒の割合や連区単位

での違いを比較したものである。今回の調査の傾向である

が、部落問題の取り組みに対して被差別部落の門徒を抱える

寺院でも、積極的・優位な数値は見られない。地域別では、

明らかな偏りが見える。

「真宗大谷派における部落差別問題実態調査報告書」について
この調査は、宗派における被差別部落寺院のおかれている実態を明らかにし、｢同関協｣設立の

目的である部落差別の克服にむけた活動と、宗派における部落差別問題への取り組みの基礎資料

を得ることを目的に、｢同関協｣が主体となり、宗派が協力して実施したものである。

調査結果からは、同和事業が終了し10年がたつ中、かつての「寝た子をおこすな」という意識が

またも大きくなりつつあるという状況が、派内の部落寺院の動向の背景にあることが見えてくる。部

落差別問題に取り組むことへの消極的な拒否ではなく、取り組みそのものに対する異論・異議の

表明である。部落差別の問題に取り組みつづけていくためには、ますます強固な主体性の確立と意

志が必要であるといえよう。

宗派の差別問題への取り組みについては 8 割が肯定的にみているが、部落差別問題を信心の

課題とするという考えに対し、肯定的評価は57.4％にとどまっている。このことは、この間の宗派の

取り組みが、部落差別問題を信心の課題とするまでには深められていないことを物語っている。ま

た、この項目に対しては、連区によって調査結果に数字の大きな隔たりがあり、地域ごとに取り組み

課題を見ていく必要性が浮き上がる。

このほかにもこの実態調査は、今後の宗門の部落差別問題に対する取り組みの方向に対し多く

の示唆を与えてくれるものであり、今回の調査により大変貴重なデータを得たといえる。



『水平』２号に挿入された黒衣同盟原稿 
「水平社は親鸞主義である」という同人たちの言葉に、僧侶として呼

応したのが、本願寺派廣岡智教による「黒衣同盟」の闘いである。し

かし、両本願寺は立教開宗７００年の慶讃法要を翌年に控えると

いう大きな局面にありながら、「差別教団からの脱却」を促す問い

かけを、教団変革の契機として受けとめることができなかった。

大谷派社会事業協会創立に就いて
『宗報』２７０号　１９２４年４月

水平社による本願寺への批判が強まるなか、大谷派

社会課主事武内了温は水平社の主張に対して深い共

感を表明した。社会課は、地方改善協議会の開催 (１

９２２年 ) や、社会事業協会を創立するなど、手探り

ながらも独自の取り組みを進める。さらに、大谷派に

よる社会事業の不十分さを認識していた武内了温ら

は、融和運動の系統的・組織的な取り組みを進める

ため、１９２６年３月２５日、社会課内に融和運動団

体である真宗大谷派真身会を創設する。



Ⅲ 戦後の武内了温の活動と
同和関係寺院協議会

大谷派の解放運動の先駆者の武内了温は、１９４６年１月、松本治一郎、朝田善之助、北原泰

作らと共に、全国部落代表者会議の発起人となり、議長を務めた。しかしその後は大谷派内外とも

に、運動の第一線から退いた。解放への胎動にいち早く応じた大谷派ではあったが、武内の力に負

うところが大きく、運動は次第に低調になった。武内の志を継がんとする人たちが、大谷派同和会、

大谷派同和委員会を創設。朝野温知などを中心に懸命にその運動を守った。

一方、大谷派は次 と々差別事件を惹き起こした。武内が亡くなった翌年１９６９年には、難波輪

番差別事件が惹起し、部落解放同盟中央本部から８度にわたる糾弾を受けた。その後も宗門の要

職者による差別発言が後を絶たず、幾度も糾弾を受けることとなった。

そのような危機的状況下で結成されたのが、真宗大谷派同和関係寺院協議会である。１９８０

年に部落差別問題の克服を願い「三要求」を提出した。四半世紀を経て２００９年に「真宗大谷

派における部落差別問題実態調査報告書」がまとめられた。この報告書からは、これからの大谷派

における解放運動推進において、向き合っていかなければならない多くの課題を読み込むことが

できる。「同和関係寺院協議会」と宗派の取り組みとのますますの連携も大切な課題である。

『宗教改革と宗教再建―真宗教団の立場から』

「真身会」解散の翌年の武内の著作。あとがきには、自らのこ

れまでの歩みを振り返っての心情が吐露されている。その

中には、「私の独走であったのか」という言葉も見える。

同和関係寺院協議会発会式
『真宗』１９７４年１２月号

１９７４年１０月２３日、教団問題や糾弾会

が行われる未曾有の宗門の危機の中、真宗大

谷派同和関係寺院協議会は結成された。



実態調査の目的

　この調査は、宗派における被差別部落寺院のお

かれている実態を明らかにし、｢真宗大谷派同和

関係寺院協議会｣（以下、｢同関協｣）設立の目的で

ある部落差別の克服にむけた活動と、宗派におけ

る部落差別問題への取り組みの基礎資料を得る

ことを目的とした。

　この調査は、｢同関協｣が主体となり、宗派が協

力して実施したものである。

　「同関協」は、１９８０年に宗務当局に提出し

た「三要求」のなかで、「宗政の責任において同和

関係寺院の実態調査を実施せよ」と要求をしてき

たが、今回までその実施に至らなかった。これまで

会員に対して数回のアンケート調査を行なってき
 

被差別部落門徒の割合 所属連区 

  

  

  

合計 

全
て 

5
割
以
上 

5
割
未
満 

1
割
以
上 

1
割
未
満 

い
な
い 

東
北
連
区 

北
陸
連
区 

東
海
連
区 

近
畿
連
区 

九
州
連
区 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

37.4  32.7  47.1  64.7  56.1  34.1  37.1  21.6  29.0  41.1  62.3  
ある 

222  16  8  11  37  147  46  16  38  76  43  

62.3  67.3  52.9  35.3  43.9  65.4  62.9  78.4  71.0  57.8  37.7  
ない 

370  33  9  6  29  282  78  58  93  107  26  

0.3          0.5        1.1    

部
落
問
題
の
ポ
ス
タ
ー
・
ビ
ラ 

無回答 
2          2        2    

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

39.2  38.8  29.4  35.3  43.9  39.7  26.6  16.2  37.4  54.6  50.7  
貼っている 

233  19  5  6  29  171  33  12  49  101  35  

54.2  55.1  58.8  58.8  53.0  53.4  65.3  66.2  58.8  40.5  49.3  
貼っていない 

322  27  10  10  35  230  81  49  77  75  34  

6.1  4.1  11.8  5.9  3.0  6.5  8.1  17.6  3.8  3.2    そのようなプレートがあるこ

とを知らなかった 36  2  2  1  2  28  10  13  5  6    

0.5  2.0        0.5        1.6    

身
元
調
査
お
断
り
プ
レ
ー
ト 

無回答 
3  1        2        3    

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

42.6  26.5  41.2  52.9  42.4  44.5  38.7  29.7  48.1  46.5  43.5  
貼付している 

253  13  7  9  28  192  48  22  63  86  30  

51.0  67.3  52.9  41.2  54.5  49.0  58.1  58.1  45.0  47.0  52.2  
貼付していない 

303  33  9  7  36  211  72  43  59  87  36  

6.2 6.1 5.9 5.9 3.0 6.3 3.2 12.2 6.9 5.9 4.3 帯封やステッカーの 

存在を知らなかった 37  3  1  1  2  27  4  9  9  11  3  

0.2          0.2        0.5    

過
去
帳
に
閲
覧
禁
止
の
帯
封 

無回答 
1          1        1    

被差別部落門徒の割合 教区 

  

  
合計 

全
て 

5
割
以
上 

5
割
未
満 

1
割
以
上 

1
割
未
満 

い
な
い 

東
北
連
区 

北
陸
連
区 

東
海
連
区 

近
畿
連
区 

九
州
連
区 

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

57.4  55.1  64.7  76.5  68.2  55.9  56.5  55.4  51.1  56.8  78.3  信心の課題として取り組むべ
き問題である 

341  27  11  13  45  241  70  41  67  105  54  

22.6  22.4  17.6  11.8  22.7  23.2  27.4  16.2  29.8  22.7  10.1  信心の課題とは別で、社会問題

として取り組む問題である 
134  11  3  2  15  100  34  12  39  42  7  

8.4  10.2  5.9    6.1  8.6  6.5  14.9  10.7  7.6  2.9  お互いの信心さえはっきりす
れば、おのずから差別はなくな
るので取り組む必要はない 50  5  1    4  37  8  11  14  14  2  

7.6  10.2  11.8  5.9  3.0  7.7  5.6  10.8  6.9  8.6  4.3  
信心の課題とは思わない 

45  5  2  1  2  33  7  8  9  16  3  

4.0  2.0    5.9    4.6  4.0  2.7  1.5  4.3  4.3  
無回答 

24  1    1    20  5  2  2  8  3  

 

たが、その中には、実態的な差別を報告する意見

がみられた。被差別部落寺院における経済的負

担の問題や、寺院間の交流のありかた、部落差別

と信仰に関わる差別などである。

　しかし、被差別部落寺院と所属門徒に対するこ

うした差別をふくめた実態が、個々の例として報

告されていても、それが各地域において共通して

いるのかどうか、それぞれを比較することも出来

ずに済まされてきた経緯がある。

　今回、被差別部落寺院の実態について、寺院ど

うしの交際、経済、教化、組織、地域との関わりな

ど、様々な項目から、その具体的な姿が浮かび上

がるよう、他の寺院との比較を行ないながら調査

を行なった。

部落問題のポスターなどの掲示・貼付（寺の属性）
この表は、部落問題の取組みごとに、門徒の割合や連区単位での違いを比

較したものである。今回の調査の傾向であるが、部落問題の取り組みに対し

て被差別部落の門徒を抱える寺院でも、積極的・優位な数値は見られない。

地域別では、明らかな偏りが見える。

部落問題を信心の課題とする考えへの評価（寺
の属性）①
ここでは部落問題は信心の課題であるかという問いに対し

て、被差別部落の門徒を抱える寺院で平均値を下回ってい

る。これまでの取り組みが被差別部落の門徒を抱える寺院

に届いていないといえる。または、これまでの宗派の取り組

みに対して異論・異議の表れかもしれない。今後も注目し

て補足調査が必要である。



実態調査の目的

同和事業が終了してやがて10年。かつての「寝た子をおこすな」という意識

が、またも大きくなりつつあるという状況が、派内の部落寺院の動向の背景にあ

ると思われる。すなわち、部落差別問題に取り組むことへの消極的な拒否ではな

く、取り組みそのものに対する異論・異議が表明と見るべきであろう。このような

状況のなか、部落差別の問題に取り組みつづけていくためには、強固な主体性

と意志が必要である。

今回の調査では、宗派の差別問題への取り組みは 8 割が肯定的にみている

が、部落差別問題を信心の課題とするという考えに対し、肯定的評価は57.4％

にとどまっている。このことは、この間の宗派の取り組みが、部落差別問題を信心

の課題とするまでには深められていないことを、物語っていえよう。

被差別部落門徒の割合 教区 
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100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
総数 

594  49  17  17  66  431  124  74  131  185  69  

57.4  55.1  64.7  76.5  68.2  55.9  56.5  55.4  51.1  56.8  78.3  信心の課題として取り組むべ
き問題である 

341  27  11  13  45  241  70  41  67  105  54  

22.6  22.4  17.6  11.8  22.7  23.2  27.4  16.2  29.8  22.7  10.1  信心の課題とは別で、社会問題

として取り組む問題である 
134  11  3  2  15  100  34  12  39  42  7  

8.4  10.2  5.9    6.1  8.6  6.5  14.9  10.7  7.6  2.9  お互いの信心さえはっきりす
れば、おのずから差別はなくな
るので取り組む必要はない 50  5  1    4  37  8  11  14  14  2  

7.6  10.2  11.8  5.9  3.0  7.7  5.6  10.8  6.9  8.6  4.3  
信心の課題とは思わない 

45  5  2  1  2  33  7  8  9  16  3  

4.0  2.0    5.9    4.6  4.0  2.7  1.5  4.3  4.3  
無回答 

24  1    1    20  5  2  2  8  3  

 

部落問題を信心の課題とする考えへの評価（寺の属性）①
ここでは部落問題は信心の課題であるかという問いに対して、被差別

部落の門徒を抱える寺院で平均値を下回っている。これまでの取り組

みが被差別部落の門徒を抱える寺院に届いていないといえる。また

は、これまでの宗派の取り組みに対して異論・異議の表れかもしれな

い。今後も注目して補足調査が必要である。

報告書のまとめ

被差別部落の内外、社会全体に蔓延する「寝た子をおこす

な」という考えにたいして、解放運動としてどう捉えるのか。

この考えの中にある善意という差別意識の克服が、これか

らの重要課題といえる。
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